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わが国におけるがん対策のあゆみ
History of Cancer Control in Japan

昭和38年（1963）　　　厚生省がん研究助成金制度の発足
昭和56年（1981）　　　悪性新生物が死亡原因の第１位となる
昭和59年（1984）　　　対がん10カ年総合戦略の策定（～平成５年度）
平成６ 年（1994）　　　がん克服新10か年戦略の策定（～平成15年度）
平成16年（2004）　　　第３次対がん10ヵ年総合戦略の策定（～平成25年度）
平成17年（2005）５月　がん対策推進本部の設置（厚生労働省）
平成17年（2005）８月　がん対策推進アクションプラン2005の公表
平成18年（2006）４月　がん対策推進室の設置（厚生労働省健康局総務課）
平成18年（2006）６月　がん対策基本法の成立
平成19年（2007）４月　がん対策基本法の施行
平成19年（2007）６月　がん対策推進基本計画の策定（閣議決定）
平成21年（2009）７月　がん検診50％推進本部の設置（厚生労働省）

1963 Subsidy for cancer research by Ministry of Health and Welfare started
1981 Cancer became the leading cause of death
1984 Comprehensive 10-year Strategy for Cancer Control (～1993)
1994 New 10-year Strategy to Overcome Cancer (～2003)
2004 The 3rd-term Comprehensive 10-year Strategy for Cancer Control (～2013)
2005  May. Headquarters of Cancer Control in Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) 
2005  Aug. Action Plan 2005 for Promotion of Cancer Control
2006  Apr. Office for Cancer Control in Health Service Bureau, MHLW
2006  Jun. Cancer Control Act approved
2007  Apr. Cancer Control Act implemented
2007  Jun. Basic Plan to Promote Cancer Control Programs approved
2009  Jul. Headquarters of 50% Cancer Screening Rate (MHLW)

・がんは、昭和56（1981）年からわが国の死亡原因の第１位である。政府は、昭和59年度（1984）より「対がん10 ヵ年総合 
戦略」、平成６（1994）年度より「がん克服新10か年戦略」を策定し、がん対策に取り組んできた。さらに、平成16（2004）
年からは、「がん罹患率と死亡率の激減」を目指して、がん研究の推進および質の高いがん医療を全国に普及することを
目的に、「がん予防の推進」および「がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備」を柱とする「第３次対がん10か年
総合戦略」を推進している。

・厚生労働省は、平成17（2005）年５月に、がん対策全般を総合的に推進するため、厚生労働大臣を本部長とする「がん対
策推進本部」を設置し、部局横断的な取組を行うとともに、同年８月には、がん対策の飛躍的な向上を目的とした「がん
対策推進アクションプラン2005」を策定した。また、平成18（2006）年４月には、がん対策の企画・立案と調整を行うた 
め、がん対策推進室を健康局に新たに設置した。

・わが国のがん対策は、これまで様々な取り組みにより進展し、一定の成果を収めてきた。しかし、がんは依然として国民
の生命および健康にとって重要な問題となっており、そのような現状にかんがみ、平成18（2006）年６月「がん対策基本 
法」が成立、翌年４月に施行された。この法律に基づき、がん対策推進協議会の議論を踏まえ、平成19（2007）年６月に、
がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の基本的方向について定めた「がん対策推進基本計画」が閣議
決定された。

・平成21（2009）年７月に、基本計画の個別目標の一つである「がん検診受診率50％」の達成のため、厚生労働大臣を本部
長とする「がん検診50％推進本部」を設置し、部局横断的な取組を行うこととした。

・ Cancer has been the leading cause of death in Japan since 1981. The Japanese government implemented the Comprehensive 10-year 
Strategy for Cancer Control (1984-1993) and the New 10-year Strategy to Overcome Cancer (1994-2003) to tackle cancer. Since  
2004, the 3rd-term Comprehensive 10-year Strategy for Cancer Control has been implemented in order to promote cancer research 
and disseminate high-quality cancer medical services, with the slogan “Drastic reduction in cancer morbidity and mortality”. 

・ In May 2005, the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) developed the Headquarters of Cancer Control in order 
to promote multidisciplinary activity for comprehensive cancer control, and launched the Action Plan 2005 for Promotion of Cancer 
Control in August. In 2006, the ministry developed a new section called the Office for Cancer Control in the Health Service Bureau, 
MHLW. 

・ In June 2006, the Cancer Control Act was approved and the law has been implemented since April 2007. Based on this law, the Basic 
Plan to Promote Cancer Control programs was discussed by the Cancer Control Promotion Council and approved by the Japanese 
Cabinet in June 2007. 

・ In July 2009, the Japanese MHLW developed the Headquarters of 50% Cancer Screening Rate to promote multidisciplinary activity 
for cancer screening.

資料：厚生労働省健康局総務課がん対策室
Source : Office for Cancer Control, Health Services Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare
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がん対策基本法とがん対策費
Cancer Control Act and Budget for Cancer Control

○がん対策基本法（平成18年６月成立）

○がん対策基本法

○がん対策予算額の推移について 

・平成19（2007）年４月に施行されたがん対策基本法においては、がん対策の基本理念として、
①がんに関する研究の推進と成果の普及、活用
②がん医療の均てん化の促進
③がん患者の意向を十分尊重したがん医療提供体制の整備
の３つが掲げられているとともに、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等のそれぞれの責務を規定している。

・がん対策基本法に基づいて、政府はがん対策の推進に関する基本的な計画である「がん対策推進基本計画」を策定する。
この計画案の策定にあたっては、がん医療従事者や学識経験者だけでなく、がん患者およびその家族又は遺族を代表する
者から意見を聴取することが定められている。さらに、各都道府県は、政府が策定した「がん対策推進基本計画」を基に、
各都道府県における状況を踏まえて「都道府県がん対策推進計画」を策定する。これらの計画を軸として、国、地方公共
団体、医療保険者、国民および医師等が互いに連携し、上記の三つの基本理念の実現を図る。

資料：厚生労働省健康局総務課がん対策室
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がん対策推進基本計画 （平成19年６月閣議決定）

Basic Plan to Promote Cancer Control Programs (Approved in Jun. 2007)

○がん対策推進基本計画
・ 平成19（2007）年６月、政府は、がん対策基本法に基づき、「がん対策推進基本計画」を策定した。この計画は、平成19 
（2007）年度から平成23（2011）年度までの５年間を対象として、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん
対策の基本的方向について定めるとともに、「都道府県がん対策推進計画」の基本となるものである。なお、がん対策基
本計画については、がん対策基本法において、少なくとも５年ごとに必要な見直しをすることとされている。

・ 「がん対策推進基本計画」は、全体目標として
・がんによる死亡者の減少
・すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上

の２つを掲げ、これらの全体目標の達成に向け、
①　がん医療
②　医療機関の整備等
③　がん医療に関する相談支援及び情報提供
④　がん登録
⑤　がんの予防
⑥　がんの早期発見
⑦　がん研究

という７つの分野別施策を総合的かつ計画的に推進していくことを内容としている。
・重点的に取り組むべき課題として、

①　放射線療法及び化学療法の推進
②　治療の初期段階からの緩和ケアの実施
③　がん登録の推進

の３つを位置付け、これらに係る取組を特に推進していくこととしている。今後は、この基本計画に基づき、国および地
方公共団体、また、がん患者を含めた国民、医療従事者、医療保険者、学会、患者団体を含めた関係団体及びマスメディ
ア等が一体となってがん対策に取り組み、がん患者を含めた国民が、進行・再発といった様々ながんの病態に応じて、安 
心・納得できるがん医療を受けられるようにするなど、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんと向き合い、がん
に負けることのない社会」の実現を目指すこととしている。

資料：厚生労働省健康局総務課がん対策室




